
 

 

 

長沢浄水場排水処理施設改良工事に係る条例環境影響評価

審査書について  

 

川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）

第２５条第１項の規定により、標記事業に係る条例環境影響評価審査

書を次のとおり公告します。  

令和８年１月１９日  

 

川崎市長 福 田  紀 彦  

川崎市公告第70号



 

 

（写） 

 

 

長沢浄水場排水処理施設改良工事に係る 

条 例 環 境 影 響 評 価 審 査 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月 

川 崎 市  



 

はじめに 

 

長沢浄水場排水処理施設改良工事（以下「指定開発行為」という。）は、川崎

市上下水道局（以下「指定開発行為者」という。）が、多摩区三田５-１-１の   

約 3.8ha の区域において、経年劣化した脱水機設備を含む排水処理棟の更新を

行うものである。 

指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、令和７年７月

24 日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価準備書（以下「条例準備書」

という。）を提出した。 

市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行ったところ、市民等から

意見書の提出があったことから、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出

を受け、これを公告、縦覧した。 

本条例環境影響評価審査書（以下「条例審査書」という。）は、これらの結果

を踏まえ、川崎市環境影響評価に関する条例第 24 条に基づき、条例準備書等の

内容を総合的に審査し、作成したものである。 
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１ 指定開発行為の概要 

(1) 指定開発行為者 

名 称：川崎市上下水道局 

代表者：川崎市上下水道事業管理者 白鳥 滋之 

住 所：川崎市川崎区宮本町１番地 

 

(2) 指定開発行為の名称及び種類 

名 称：長沢浄水場排水処理施設改良工事 

種 類：都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（第３種行為） 

（川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第１の１の項

に該当） 

 

(3) 指定開発行為を実施する区域 

位 置：多摩区三田５－１－１ 

計画地面積：約 37,900m2  

用 途 地 域：準工業地域 

 

(4) 計画の概要 

ア 目的 

経年劣化した脱水機設備を含む排水処理棟の更新 
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イ 土地利用計画 

区 分 面積 (㎡) 構成比(％) 備 考 

新設排水処理棟 約 2,100     約 5  新設  

既存設備 約 7,200  約 19  

一次濃縮槽、二次濃縮設備、

雨水調整池（太陽光パネル）、

排水池等  

構内道路等 約 21,300 約 56  
新設管路、既設排水処理棟跡

地を含む  

保全される緑地 約 7,300 約 19   

合計注 約 37,900 100   

    注：面積及び割合は、小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わ

ない場合がある。 

 

ウ 建築計画等 

項 目  計画概要  備 考  

建築物名称 新設排水処理棟    

建築面積 約 2,100 ㎡   

延べ面積 約 3,900 ㎡   

構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造    

階数 地上３階   

建物高さ 建築基準法 地上高 約 19m 実高さ約 19m  

建蔽率 約 4.4％   

容積率 約 9.1％   

注：建蔽率と容積率は、上記の建築面積に長沢浄水場の他の建築物の面積を

足した面積を長沢浄水場敷地面積で割った値である。 
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エ 処理施設計画 

項 目 内 容 

施設名称  排水処理施設  

排水処理量  590m³/日（原水濁度 9.2 度、８時間運転）  

汚泥生成量  64t/日（原水濁度 9.2 度、８時間運転）  

処理日・時間  平日８時 30 分～17 時 15 分（８時間）  

機械脱水方式  機械脱水方式（フィルタープレス）  

施

設

内

設

備

等 

排水池  

（既設利用）  

ろ過池からの洗浄排水や排泥池・一次濃縮槽からの越流

水を貯留するための施設である。プラント排水を工業用

水道の着水井へ返送する（工事なし）。  

排泥池  

（既設利用）  

各沈でん池からの引抜汚泥や屋外排水槽からのプラン

ト排水を、集合井を介して受け入れる施設である（工事

なし）。  

一次濃縮槽  

（既設利用）  

排泥池にて濃縮された汚泥を受け入れ、濃縮する施設で

ある（本事業において耐震補強工事を行う）。  

二次濃縮設備

（既設利用）  

一次濃縮槽の汚泥濃度が低い場合に、汚泥を濃縮し濁度

を高める施設である（工事なし）。  

排水処理棟  

（新設）  

浄水場内で発生した汚泥を処理し、浄水場発生土（脱水

後も汚泥として処理委託を行う）を排出する施設である

（本事業の主たる工事である）。  

雨水調整池  

（既設利用）  

長沢浄水場内の雨水を貯留するための施設である。溜ま

った水はポンプを使用して排水池に集水され、工業用水

道の着水井へ返送する。地下構造となっており、地上面

は太陽光発電所として活用している（工事なし）。  

屋外排水槽  

（既設利用）  

二次濃縮設備、排水処理棟からのプラント排水を貯留す

るための施設である。受入れ水は、ポンプを使って集合

井へ返送し、汚泥を排泥池へ排泥する（工事なし）。  
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２ 審査結果 

(1) 全般的事項 

本指定開発行為は、経年劣化した脱水機設備を含む排水処理棟の更新で

あり、工事中や供用時における環境上の配慮が求められることから、条例準

備書に記載した環境保全のための措置等を実施するとともに、本条例審査

書の内容を確実に遵守すること。 

また、工事着手前に周辺住民等に工事説明等を行い、環境影響に係る低減

策、問合せ窓口等について周知すること。  

 

(2) 環境影響評価項目に関する事項 

ア 温室効果ガス 

本市では、２０５０年までに市域の温室効果ガス排出量の実質ゼロを

目指した施策を推進していることから、更なる再生可能エネルギーの導

入に努めるとともに、計画建物のエネルギー使用量の削減等につながる

対策を講ずること。  

また、フロン類にあっては解体時における既存空調設備からの回収及

び供用時の空調設備からの漏洩防止を徹底すること。 

 

イ 大気質 

計画地が住宅に近接していることから、工事にあたっては条例準備書

に記載した環境保全のための措置を徹底すること。 

 

ウ 騒音 

計画地が住宅に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底するとともに、工事工程、作業時間等について、工

事着手前に周辺住民等へ周知すること。 

 

エ 振動 

計画地が住宅に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底するとともに、工事工程、作業時間等について、工

事着手前に周辺住民等へ周知すること。 
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オ 廃棄物等（産業廃棄物、建設発生土） 

   (ｱ) 産業廃棄物 

石綿含有建材等の使用が確認された場合には、条例準備書に記載し

た環境保全のための措置を徹底すること。 

 

   (ｲ) 建設発生土 

処理する建設発生土については、再利用等を含めた処理方法につい

て、その実施内容を市に報告すること。 

 

カ 景観 

建物の形状、外壁の色彩等については、川崎市景観計画を踏まえるとと

もに、市関係部署と協議すること。 

 

キ 安全（火災、爆発、化学物質の漏洩等） 

    計画地が住宅に近接していることから、条例準備書に記載した環境保

全のための措置を徹底すること。 

 

ク その他 

工事用車両ルートが住宅等に近接していることから、工事車両による

影響を低減するよう、条例準備書に記載した「粉じん対策」、「排出ガス及

び騒音・振動対策」、「交通安全対策」を徹底するとともに、ルートや出入

り口の検討を引き続き行うこと。また、工事工程、作業時間、工事用車両

の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周知すること。 

 

(3) 環境配慮項目に関する事項 

条例準備書に記載した「地震時等の災害」、「地球温暖化対策」、「気候変動

の影響への適応」、「酸性雨」及び「資源」の各項目における環境配慮の措置

については、その積極的な取組を図るとともに、具体的な実施の内容につい

て市に報告すること。 
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３ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 

令和７年 ７月 24 日 指定開発行為実施届の受理及び条例準備書の受領 

 ８月 ４日 条例準備書公告、縦覧開始 

 ９月 17 日 条例準備書縦覧終了、意見書の締切 

 意見書の提出 14 名、22 通 

 12 月 ４日 条例見解書の受領 

 12 月 12 日 条例見解書公告、縦覧開始 

 12 月 26 日 条例見解書縦覧終了 

令和８年 １月 19 日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付 
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